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Ⅰ　基本情報

業務の範囲

指定管理者評価シート

事業名 地域コミュニティ施設運営管理費 所管課（電話番号） 東区市民部地域振興課（741-2429）

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

平成6年11月24日 延床面積

札幌市栄地区センター 所在地 札幌市東区北３６条東８丁目1-25名称

（1）　各種講習会、講演会等の開催、体育、各種野外活動等のレクリエーション活動の推進、
　　その他必要な事業を行うこと。
（2）　一般の使用に供すること。

主要施設

地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、もって地域住民の福祉の増
進に寄与する。

体育室、集会室（２室）、和室（２室）、実習室、図書室

1,211.81㎡

複数施設を一括評価の場合、その理由：

名称

募集方法

（1）　統括管理業務
（2）　施設・設備等の維持管理に関する業務
（3）　事業の計画及び実施に関する業務
（4）　施設の利用等に関する業務
（5）　前各号に掲げる業務に付随する業務

札幌市栄地区センター運営委員会

平成30年（2018年）4月1日～令和5年（2023年）3月31日

施設数：１施設

非公募

非公募の場合、その理由：当センターが、地域社会に関係の深い団体によって継続的に管理運
営されることにより、地域住民がまちづくり活動に直接参加する機会が作られ、地域住民自らがセ
ンターの管理運営を通して把握された地域課題の解決に取り組むことによって、地域住民間の信
頼関係が築かれ、地域社会における絆の強化につながることとなる。また、まちづくり活動の担い
手の育成に寄与することも期待される。このようなことから、設置目的の実現のために、地縁によ
る団体により設立された団体及び当該設立された団体を主な構成員とする団体並びに当センター
等の管理運営に関わりを持つものと市長が認める地縁による団体の推薦を受けた団体により、現
に良好な管理運営が行われている場合には、継続的に管理運営を行わせるために非公募とした
もの。

３　評価単位

指定単位
施設数：１施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：

指定期間
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Ⅱ　令和２年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　公的施設である地区センターの運営に当たっては、公
平、公正が基本原則であり、平等利用を基本方針の重点
項目に定めて、運営委員と職員全員で取組んでいる。ま
た、市民全員が施設利用の対象者であることを常に意識
して、その旨を広報し、これを厳正に遵守することに努め
ている。

1　業務の要求水準達成度

▽　管理運営に係る基本方針の策定

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

（１）統括管理
業務 　栄地区センターの管理運営は「地域への貢献及び公

共・公益のための貢献」を理念として、「地域の方が気軽
に、かつ楽しく集う場、様々な年代の交流が図られ利用
者の生活を豊かに広げる場、まちづくりの意識と参加を
はぐくむ場」の提供を目標としており、地域コミュニティ施
設としてこれらの理念と目標を具体化するために、活動
基準として「札幌市栄地区センター管理運営基本方針」
を策定し、事業運営に反映させている。

指定管理者
の自己評価

所管局の評価項　目 実施状況

　地域の公共施設
として、管理運営に
係る基本方針を整
備しており、運営委
員と事務局職員が
この方針を十分に
理解し、また意識し
て業務活動を行っ
た結果、地域住民
に評価される管理
運営が実施できた。

 ▼　環境活動への取組みとして、札幌市環境マネジメ
ントシステム、札幌市事業廃棄物の減量及び処理に関
する条例、改正省エネ法等に基づき、各種計画、報告
書類を作成して札幌市に提出している。

▼　窓口、図書カウンターなど受付業務全般の公正な
取扱いについては、日常において利用者に誤解や不
利益が生じないように、事務局月例職員会議の継続
テーマに取上げて、職員間で話し合いを重ねることに
より公平原則の徹底を図っている。また、夜間及び休
日担当の職員5名は日勤職員との毎日の引継を通じ
て、貸室申込み時の利用者対応を確認するなど、接遇
実務のレベルアップを図っている。

▼　電気、ガス、水道の使用については、照明、暖冷房
などの使用増加を意識して抑え、その節約に努めてい
る。特に降雪期の敷地内歩道除雪はガスボイラーによ
るロードヒーティングから職員の手作業による除雪に
切り替えている。なお、厳寒期の暖房については、建
物の暖房能力に限界があることから補助暖房（電気ス
トーブ）を利用しているが、環境への配慮を常に念頭に
おいて最小限の使用にとどめている。

  環境への配慮は、
重要なテーマであ
り、毎日の施設の維
持管理、運営に際し
ては、常に環境に
配慮することができ
ている。

  公平、公正の取扱
いは、地区センター
の信用の指標であ
り、利用の拡大にも
つながる大切な要
件と考えている。運
営に当たっては、こ
の取扱いを尊重し
て取組み、適正に
対応することができ
た。

▼　新規貸室申込者に対しては、利用条件を明示した
資料「貸室のご案内」を必ず事前に渡し、既存利用者と
の公平な取扱いについて説明している。また、貸室や
講座の申込みが競合した場合には、運営委員及び第
三者の立会による公開抽選を実施し公正を期すること
としている。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
利用者からの意
見に対し、迅速か
つ誠意をもって対
応し、公平、公正
の取扱いにより適
切に管理運営を
行っていることは
評価できる。
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▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

  ▼　供給電力の低減化を目的として太陽光発電シス
テムを設置しており、節電と合わせて確実な環境対策
を進めることができている。

　▼  新型コロナウイルス感染防止対策に係る貸室利
用の減少により、電気、水道の使用量は前年度に比し
マイナスの状態になっている。

 ▼　図書室の購入新聞を廃棄する際には、古紙回収
へ回している。また、地域の方々からのリングプルを集
積して、栄町小学校に提供している。

　地区センターの運
営を円滑に進める
ために、センター規
則に基づく組織体
制の整備や職員の
研修などを進め、運
営委員17名、事務
局職員12名がセン
ター運営に一体と
なって取組むことが
できた。

 ▼　事務局月例職員会議において、環境への配慮（資
源の節約、利用エネルギーの節約）について、毎回、
申合わせを行っている。

 ▼　地区センターの管理業務体制として、運営委員会
の下に事務局を設置し、統括責任者（館長）と職務代
理者（副館長）が配置されている。また、指揮命令系統
及び各職員の担当業務を明確にして、業務の遂行に
必要となる組織体制が整備されている。
　4月1日には運営委員会会長が全職員に辞令交付を
行い、併せてセンター事業の目的についての訓示を実
施した。

  ▼　研修計画に基づき、各職員を対象にして次のとお
り研修を実施している。

　（経理研修、社会保障算定研修、安全衛生推進者等
養成講座、税研修、生涯学習関連施設職員研修）

 ▼　館長を中心として事務局月例職員会議を行い、市
民サービスのよりよい提供のための具体的な取組み
（事業計画、応接、環境、情報管理、守秘義務、安全対
策等）について、実務研修を行っている。

▼　管理にあたって使用する用紙類、事務用品は、グ
リーン購入ガイドライン指定品などの環境に配慮した
製品の使用に努めている。

  ▼　年間を通して、敷地内の緑化に努めており、季節
ごとに花と緑のある環境づくりを進めている。

3



（別紙１）

▼　駐車場が狭いため、「車によるご来館を控えていた
だくこと、乗り合わせの励行、周辺民有地に迷惑をかけ
ないこと」等を主旨とした文書の掲示等によるお知らせ
を続けている。

　また、文化祭、コンサートなど大きな行事の開催があ
れば、隣接する民間駐車場の所有者にご協力をお願
いし、収容台数の確保に努めている。

▼ 利用者の「忘れ物、落し物」については、引取りが無
い品物を半年に１回、約３週間ロビーに一斉展示して、
所有者確認の徹底を図っている。

▼　新型コロナウイルス感染防止対策としてセンターの
事業継続計画を作成し、職員全員が新情報や各種の
取扱いに関して迅速に理解することや、業務正常化へ
の行動指針とした。

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

▼　１階ロビースペースは、エレベーター位置の関係か
ら狭隘であるが、事業活動のＰＲに最も効果的な場所
であるため、パネルの配置を工夫して、地域の「情報提
供スポット」としてできるだけ多くのポスター、資料など
を掲示し、提供している。

 ▼　日常業務（受付案内、貸室、開放、施設管理等）を
円滑に実施するため、各種の管理運営マニュアルによ
り運営している。また検討すべき事例が発生する都
度、職員が統一的な取扱いを迅速に行えるように情報
の共有化を徹底している。

　駐車場はセンター
利用者にとって重
要な付帯設備であ
るため、この管理に
ついては、毎日の
利用状態の確認や
車の移動案内放送
など、利用者に不快
感や混乱が発生し
ないように工夫する
ことができた。

　業務の管理水準
については、改善と
向上を意識して運
営を行うことができ
た。

　市民財産の保全
や利用者の安全に
関わる再委託業務
は、最良の成果が
市民に還元できる
ように、厳正、適切
に管理し実施するこ
とができた。

 ▼　施設の維持管理委託11業務については、札幌市
の承認を得て第三者に対する委託を行っており、業務
の実施については現場での点検、検査報告書等によ
る確認など、仕様書に定める内容に基づき適正に管理
を行っている。
 ・清掃業務、警備業務、自動ドア保全業務、ボイラー
保全業務、自家用電気工作物保安管理業務、消防設
備保全業務、舞台装置保全業務、貯水槽清掃業務、
建築基準法定期点検業務、除排雪業務、エレベーター
保全業務

 ▼　市指定の業務以外の一般業務委託については、
公正執行を前提に、市民サービスの確保とセンター事
業の円滑な運営を目的として、適正に実施している。
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・備品購入・廃棄について

・新型コロナウイルス感染予防について

・文化祭及び無料開放事業について

・備品購入・廃棄について

・財務検査・事業検査について

・休館対応について

・元年度事業実施状況について

・元年度施設利用状況について

・2年度事業計画について

・元年度の利用者からのご意見について

・財務検査・業務検査について

・備品の購入・廃棄について

・センターの備品購入について

・新型コロナウイルス対策費用について

・無料開放事業について

・札幌市への届出・提出資料について

〈区及び他センターとの協議〉

９月15日

12月３日

第３回

９月25日

　区民センター館長、栄・ふしこ・苗穂本町各センター
館長、地域振興課係長・担当者

  ▼　運営協議会の結果については、東区役所への報
告書の提出及び地区センターロビーに１か月間の報告
書の掲示を行っている。

３月18日

協議・報告内容

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

開催回

第５回

第２回

第４回

全体会議

 ▼　地域団体との連携に関しては、運営委員（各種地
域団体代表）等を通じてセンター運営にご意見をいた
だき、またご協力をお願いしている。また、中学校青少
年健全育成推進会議（学校）への参加、地域広報誌
「栄東元気っ子」作成への参加など、直接的、間接的に
地域活動に参加している。

第１回

＜協議会メンバー＞

６月23日

  多くの方々の助言
を得ながら、地区セ
ンター運営の一層
の適正化を図るた
めに運営協議会を
開催した。町内会役
員、センター利用
者、東区役所職員
を委員として開催
し、それぞれの立場
からの意見・提案が
あった。また、他地
区センターとの会議
により、センター運
営に係わる様々な
事例を今後の参考
にすることができ
た。

　栄西連合町内会副会長、栄東連合町内会会計部
長、ピンポンオニオン（卓球サークル）代表、栄バウ
ンドテニスサークル（バウンドテニスサークル）代表、
東区役所（地域振興課長、地域活動担当係長、地域
活動係担当者）、栄地区センター運営委員会（会長、
副会長、総務部長、会計部長、館長）
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▼　年2回の札幌市の業務、財務実地検査について
は、関係する管理運営簿冊及び経理帳簿等の提出
と説明を行い、検査結果について適切に対応してい
る。

▼　業務に関係する記録、帳簿等については、仕様
書に定める内容により、整備、保管を行い業務の適
正化に努めている。また、事務室と図書室の毎日の
業務状況を業務日誌に記録し、館長が確認して業務
改善につなげている。

▼　現金等の取扱いについては、「金銭会計取扱規
程」を整備しており、個別の収入、支出の処理について
は、毎日の処理状況の点検（館長）及び月次の関係帳
簿等の精査(会計部長、館長)により、適正処理を実施
している。

▼　財務については、関係簿冊等を整備し、常に相互
チェック機能を取入れて適正に実施している。併せて、
公金の厳正処理については、関係職員は常に念頭に
置きながらその徹底を図っている。税理士事務所に総
括の経理処理及び検査業務を委託し、適正処理を確
保している。

▼　要望・苦情対応については、「要望、苦情等対応マ
ニュアル」を作成し、窓口を館長と定めて実施してい
る。また結果については職員全員で共有し、必要な事
柄について適正に処理する体制としている。

▼　以前、利用者から、駐車場の利用が困難な状況に
ついての申出があったことから、センターご利用の皆
様への「依頼文（周知文）」を館内、館外への掲示を続
けている。内容は「開放利用の皆様への乗り合わせ来
館の依頼」である。また、駐車場の状況に応じて、直
接、「車移動の館内アナウンス」や「駐車場でのお客様
への声掛け」を実施している。

 ▼　札幌市との協定書に基づく事業報告書等は、期日
を厳守して提出している。

▽　要望・苦情対応

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリ
ングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己
評価の実施）

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

　事務処理の基本
である記録、モニタ
リング、報告等の項
目について、東区役
所の指導の下に適
正に処理ができた。

　財務管理は運営
上の最重要事項で
あることから、事務
局職員以外に、運
営委員（会計部長、
会計監査委員）及
び税理士事務所の
定期点検により、諸
規程に基づく厳正な
処理を実施すること
ができた。

　苦情等は、地区セ
ンターの運営改善
に繋がる貴重な提
言であり、運営内容
を正しく理解いただ
くための大切な機会
と考えている。迅速
かつ、誠意をもっ
て、丁寧な対応をす
ることができてい
る。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

 ▼　パート職員については、最低賃金を上回る時給を
支給している。

▼　職員の勤務時間は、労働関係法令を順守してい
る。また、時間外、休日労働等については、それぞれ
法定割合の割増賃金を支給している。

▼　すべての職員の労災保険加入はもとより、条件
を満たす職員の雇用保険加入を行っている。

 ▼　地区センターの管理業務について、利用者の安全
確保は最も大切なテーマであるため、研修や月例会議
で安全についての職員の意識を高めている。特に、子
どもの放課後等の利用に対しては安全利用のための
目配りを続けている。

▼　就業規則に規定する「無期労働契約」については、
該当する全ての職員から「無期労働契約転換申込書」
を受領し、受理通知書を発行している。

 ▼　職員の勤務形態等に応じて厚生年金保険、社会
保険に加入している。また、1年に1回常勤職員の定期
健康診断を実施している。

▼　職員の時間外労働・休日労働について、書面によ
る労使協定（36協定）を労働基準監督署に届け出てい
る。

▼　拾得物の取扱いについては、栄東交番との連携や
「拾得物の取扱について（センターの規定）」により、適
正な処理に努めている。また、軽易な忘れものは1階ロ
ビーに「あなたの忘れ物箱」を常設し、日時、場所など
を明示して整理保管すると共に、半年置きに特設展示
台に拾得物を展示して、利用者が回収しやすい環境を
整えている。

▼　指定管理者の申込時に提出したワーク・ライフ・バ
ランスの取組に関しては、常に配慮して適切に実施し
ている。

　▼　第三者委託により実施している業務について、受
託者に当該業務従事者の労働環境に関わる情報提供
を求め、２事業者から提供を受けている。

 ▼　労働安全衛生法に基づく安全衛生推進者を配置
して、個々の職員が市民サービスの向上に意欲をもっ
て取り組むことができるように、働きやすい労働環境の
整備に努めている。

▼　来館者の緊急時対応としてＡＥＤを備えており、玄
関、ロビーに設置マークの表示をしている。また、職員
全員（12名）が、ＡＥＤを使った普通救命講習を受講し、
必要時に混乱なく操作できる体制を維持している。２年
度は３名が講習を受けている。

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上
への配慮、連絡体制確保、保険加入）

（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

　適正かつ活気あ
る事業の推進は職
員勤務体制の安定
が基本となることか
ら、法の改正等に従
いその都度センター
就業規則の整備を
行っている。

　管理運営に当たっ
ては、利用者の安
全を第一とし、併せ
て市民サービスの
向上と、利用しやす
い施設設備の維持
管理について適正
に対応することがで
きている。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
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▽　防災

　・清掃業務、警備業務、自動ドア保全業務、ボイラー
保全業務、自家用電気工作物保安管理業務、消防設
備保全業務、舞台装置保全業務、貯水槽清掃業務、
建築基準法定期点検業務、除排雪業務、エレベーター
保全業務

  ▼　開設27年目を迎えているが、平成26年度に外
壁、屋根防水工事、エレベーター新設、照明のLED化、
太陽光発電装置の設置、暖房設備の更新など大きな
改修工事が実施され、施設設備は一部改善されてい
る。なお、平成27年度に運営委員会の負担により、玄
関自動ドア、実習室調理設備、集会室床貼り材など劣
化していた設備の取替え工事を行っている。また、元
年度には受水槽ポンプの改修が行われている。しか
し、開設当初からの建物窓、建具、給排水管などにつ
いて老朽化が進んでいる結果、協定に基づく軽易な修
繕をその都度実施してきた。
　令和２年度は、衛生面を考慮しトイレ手洗器自動水
栓への取替えを行っている。

▼　「栄地区センター自衛消防計画（東消防署提出）」
及び「安全、危機管理対策マニュアル」、「子ども防犯
緊急連絡網」を整備して、災害等の不測の事態に備え
ている。
　なお、地区センターは札幌市の「指定避難所」であ
り、胆振東部地震を踏まえて、災害時の対応について
全職員が確認を行っている。

▼　札幌市の「緑のカーテン」事業に参加して、西日が
強く入る１階和室の屋外にアサガオを栽培し、エアコン
電力の省力化を図った。

▼　施設・設備の維持管理業務11業種については、札
幌市の承認を得て第三者委託により実施したが、いず
れの業務も仕様書に定める水準が確保されている。

▼　駐車場の利用は、先着順かつ自主管理（利用者の
責任）としているが、スペースが狭小のために（13台、
車いす優先1台）縦列駐車6台を認めて、出入りに支障
ある場合は、館内放送で入れ替えの協力依頼を行って
いる。なお、公共交通機関の利用、乗り合わせ来館の
推奨、車いす優先スペースを大切にすること、路上駐
車、民間駐車場への放置は絶対しないことを、館内放
送、館の内外掲示、行事チラシなどにより周知してい
る。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

　維持管理業務に
ついては、当該作
業時の利用者への
影響が最小限にな
ることを前提として、
計画的かつ適正に
実施することができ
た。

 　防災については、
基本かつ重要な観
点と考えており、自
衛消防訓練は東消
防署の指導、確認
を受けながら、安全
確保を充分に意識
して実施することが
できた。

▼　損害賠償保険は、札幌市の仕様書に定める施設
賠償責任保険に加入している。また別途、普通傷害保
険に加入して、万一の事故に備えている。

▼　業務に関係する連絡体制については、事務局職
員、運営委員、委託事業者（防犯、設備維持管理など）
の連絡表を作成して事務室に備えており、必要時には
迅速に対応できるようにしている。

8



（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

受講者

講座、講習会の合計 12回

フラワーアレンジメント 中止

夏休み子ども将棋初心者入門

【講習会】

手作りワンコ服講座

回数

  ▼　誰もが参加できる地域講座を念頭に、バラエティ
に富んだ内容に配慮して実施している。２年度は、講
座、講習会、講演を含めて、30科目55回を計画してい
た。しかし、新型コロナウイルス感染防止の観点から募
集に至らないもの、募集はしたが中止したものが多く、
７科目12回実施し53人の方が参加した。

　

自分の手でラジオを作ろう 中止

2

中止

トランポリンエクササイズ 4

1

 ▼　例年、地域の方にサークル活動の楽しみを実感し
てもらうために、30を超えるサークルの協力を得て
「サークル体験講座」を開催してきたが、２年度は新型
コロナウイルス感染防止の観点から実施に至らなかっ
た。

9

▽　区民講座に関する学習機会の提供業務

飾り巻き寿司講座

スマホ＆タブレット講座

11回 38名

手作りワンコ服講座 2 4

4

スープカレー入門 1 9

（4）事業の計
画・実施業務

計

飾り巻き寿司講座 中止

　

　▼　８月と２月に東消防署の指導及びセンター利用
者、防災関係者等の協力により「自衛消防訓練」を実
施している。また、消防計画に基づく「日常自主検査」
を毎月実施している。

 ▼　冬期間は除雪の対応が防災に大きく影響するた
め、玄関屋根の落雪防護ガードの設置、センター前通
路（104m）、非常口、非常階段の除雪を実施し、来館者
と敷地内通行者の安全と事故防止に努めている。

 ▼　内容としては、健康づくり、料理、生活知識など幅
広い内容の科目を提供している。

  ▼　講座の受付は、受付開始日の９時から午後５時
までの電話受付とし、来館による申込みが無駄足にな
らないように、また窓口の混乱を避ける受付方法として
いる。

【講座】

53名

スープカレー入門

中止

中止

 　防災については、
基本かつ重要な観
点と考えており、自
衛消防訓練は東消
防署の指導、確認
を受けながら、安全
確保を充分に意識
して実施することが
できた。

貴女に似合う色・服を知ろう

中止

8

小学生のかけっこ教室

生ごみ堆肥化セミナー 1 15

　　

スマホ＆タブレット講座 中止

中止

新型コロナウィル
ス感染拡大の影
響で、講座・事業
のほとんどが中止
となっている。講
座を通じて、新た
な利用者の増加
に繋がるよう取組
む姿勢は評価で
きる。

　 講座は、地域の
方々の余暇、学習
活動の広がりと交
流に寄与するもの
であり、計画を下
回ったものの多様
な講座内容での実
施ができた。また、
講座は、地区セン
ターをＰＲする上で
最も効果的で、かつ
地区センターの魅
力を引き出す事業
として、センターの
新しい利用者の増
加が期待できる。

手作りカステラ講座 1 4
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▼　文化祭

  ▼　サマーコンサート

▼　ほのぼのコンサート

  ▼　交流大会

▼　親子ふれあい行事

　　ロビースペースの活用として、年間を通じて適時に
小規模なパネル展示を実施して、地区センターの活動
の一端を紹介している。また、様々な催事情報のポス
ター掲示や配布チラシの提供を行っている。（講座参加
者募集、サークル活動ＰＲ、ペン習字年賀状展、母の
日・父の日・敬老の日のこども習字展など）

　例年９月最終の金・土・日曜日の３日間、栄地区セン
ターを利用されるサークルの活動成果を発表する文化
祭（作品展示、舞台発表、お茶席、喫茶コーナー）を開
催している。　２年度は、新型コロナウイルス感染の状
況や、各サークルなど関係者の意向も踏まえ開催を中
止した

  地域交流事業は、
様々な事業を通じ
て地域の皆様に交
流の機会を拡げ、ま
た、地区センターを
身近に理解し、利用
していただく大切な
活動になっている。
しかしながら、２年
度は新型コロナ感
染症防止のため、
ほとんど実施するこ
とができなかった。
参加者の健康と安
全が守られる運営
を実現し、改めて実
施を計画したい。

  ▼　地域高齢者の健康活動として、介護予防センター
栄・丘珠の協力で「さんさん健康教室」を開催し、軽運
動などを通じて顔なじみの参加者同士の交流が図られ
てきたてきた。２年度も、月２回体育室を会場として計
画したが、新型コロナウイルス感染防止の観点から実
施できなかった。

  　参加された子どもさんと主としてお母さん、一般の
参加者に楽しい時間を過ごしていただいている親子交
流行事が当センターでは定着している。親子が気軽に
楽しめるふれあいの場として、「乳幼児の読み聞かせ
の会」（10回）、朗読会「大人も楽しめるお話の世界」（２
回）及び「お話の扉」（10回）をボランティア団体（お話し
の会てるてる及びミモザの会）に依頼して計画していた
が新型コロナ感染防止の観点から中止した。また、子
ども映画会を季節ごと（夏、冬）に計画していたが同様
に中止した。

▼　ロビー展示

　 幌都交響楽団の再演を希望する地域の多くの皆様
の声により、例年11月に実施している。２年度は、新型
コロナウイルス感染症に対する施設の利用基準から開
催を中止した。

 　日頃から施設活用事業などでセンターを利用してい
る皆様を中心に、３種目（５月・ミニバレー、８月・囲碁、
11月・卓球）の親睦交流大会を開催してきた。２年度は
新型コロナウイルス感染防止の観点から中止した。

▽　地域住民の交流等を目的とした事業に関する業務

　　7月の初夏のさわやかさをイメージする音楽会とし
て、「ハーモニカオーケストラが織りなす軽やかな調べ」
と題して、札幌ハーモニカアンサンブルの演奏会を開
催している。２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から開催を中止した。
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 ▼　図書室は蔵書検索・予約システムの改善が進み、
電子書籍の貸出サービス、ICカードの利用など、パソコ
ンによる取扱いの比重が増加していることから、担当
職員（司書）の研修参加の充実に努めるとともに、利用
者に混乱を与えないように適切な接遇内容や案内を実
施している。

2,229 △197

▼　新型コロナウイルス感染防止のため、「乳幼児の
読み聞かせの会」や1日司書体験などは実施できな
かった。新着図書の展示、児童書の季節に合わせた
展示、ホームページでのＰＲ（利用案内、新着図書、休
館日のお知らせなど）を継続して行っている。

△4,344

ﾚﾌｧﾚﾝｽ件数 1,501 1,240 △261

▼　図書室の見学については希望団体を積極的に受
け入れている。２年度は、地区センター見学のため来
館した栄西小３年生２クラス65名及び栄町小２年生２ク
ラス62名と引率教師が、９月及び10月に図書室の見学
も行っている。

貸出数

▽　地域の憩いの場づくり施設活用事業（無料）に関する
業務

72,123 67,779

蔵書冊数 37,653 37,946 293

登録者数 2,426

　札幌市図書館条例施行規則に基づく地区センター図書
室が併設されており、中央図書館の運営方針による図書
業務を行っている。
　具体的には、図書の貸出、閲覧、図書の購入、レファレ
ンス、予約本取扱い、図書室環境の維持（清掃、配架）、
その他図書関係全般の業務を実施している。
　なお、前年度との比較では、新型コロナウイルス感染防
止による４月・５月の立入り制限などにより貸出数が減じ
ている。

 ▼　生け花小原流指導者有志による協力で、「伝統文
化いけばな親子教室」を開催している。こどもたちの関
心も高く、毎回楽しく活動しており、年８回の開催を想
定していたが、新型コロナ感染防止の観点から、５回
参加者92人の実施になった。

▼　地区センターの空室利用を考慮し、地域のだれも
が自由に参加できる「施設活用（開放）事業」として、ス
ポーツ7種目（ミニバレー、卓球、バドミントン、ゲートボ
－ル、バウンドテニス、子供のバスケット、大人のバス
ケット及び囲碁・将棋の８種類を計画したが、新型コロ
ナウイルス感染防止の観点から実施に至らなかった。

　図書室は、地区セ
ンターの大きな魅力
の一つであり、身近
で気軽な地域の文
化施設として、多く
の皆様に図書サー
ビスの提供を行え
た。

Ｒ１年度 Ｒ2年度 増減

開室日数 249 254 5

▽　図書室に関する提供及び相談業務

  ▼　利用状況

11
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼　事前予約制度の推進

・利用団体登録　275　団体

・利用件数　　1,966　件

・利用割合　　貸室総数　2,079　件の　95　％

▼　貸室利用者のためのＰＲ資料

43

800

Ｒ１実績

ホール

75稼働率（％） 73

人数（人）

▽　利用件数等

件数（件）

Ｒ2計画

811

7,940

9,200 4,933

稼働率（％） 48

（5）施設利用
に関する業
務

460

20,540

Ｒ2実績

20,200

集会室

1,007 1,000

26

2,932

9,339

件数（件）

46 34

4,155人数（人）

33

365件数（件） 500

19,960

和　室

件数（件） 1,257

56

計

件数（件） 3,596

　貸室の利用方法をわかりやすく知ってもらうための資
料として、「貸室のご案内」及び「貸室受付日のご案内
（３か月分）」を作成しており、札幌市が定める「キャン
セル取扱い」と合わせて、事務室の窓口カウンターに
常備している。新規利用の申込者にはこれらの資料を
必ず手渡しして、貸室条件等について説明を行い、理
解をしていただき、他の利用者との公平な取扱いを説
明している。

3,500

▽　不承認 0件、　取消し 0件、　減免 0件、　還付39件、
抽選 0件

　利用者の貸室申込みを簡易にするため、「事前予約
制度」の利用を推進しており、サークルなど大半の団
体がこの制度を利用している。事前予約の方法は電話
または窓口での申込みによるが、この事前予約は申込
み手続きの負担の軽減になっている。また、料金の支
払いは利用日までの取扱いであることから、事前予約
制度は便利であると好評である。

56

実習室

521

567

人数（人） 9,084 8,600

稼働率（％） 58

稼働率（％）

44,100

35

2,111

人数（人） 45,269

▽　利用促進の取組

55

1,200

人数（人）

47稼働率（％）

6,306

　前年度と比較し
て、利用実績は件
数、利用人数、稼働
率とも大幅に減少し
た。新型コロナウイ
ルス感染予防のた
めの休館、事業の
中止、貸室利用者
への利用自粛要請
などが減少の大き
な理由と考えてい
る。

　サークルや一般
登録者の事前予約
が定着することで、
利用者の負担軽減
ができている。

719

46

6,100

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
新型コロナウイル
ス感染拡大の影
響を受け、休館、
利用自粛要請等
から、各貸室にお
いて稼働率が計
画を下回ったが、
利用促進へ向け
て積極的に取り組
む姿勢は評価で
きる。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼　ＨＰを活用した情報提供

▼　ウエブアクセシビリティ

▽　コピー機サービス

　地域の皆様に直
接的に情報提供が
できる地区センター
として、情報資料の
増加に適切に対処
しつつ、その役割を
果たすことができ
た。

（前回から継続指定のため、引継業務なし）

 ▼　行政に関係する広報や地域活動、文化、体育、健
康、福祉、青少年育成など多くの情報を、1階ロビーに
配置して地域の皆さんに提供している。これらの情報
については提供期間を適時管理しており、地域におけ
る情報提供スポットとしての役割を果たしている。

（6）付随業務 ▽　広報業務

▽　引継ぎ業務

ウエブアクセシビリティの取組については、平成30年11
月30日に取組確認・評価表を公開した。なお、31年３月
31日に更新を行っている。

▼　来館者に対してコピーサービス（１枚10円）を行っ
ている。サークルなどの団体を中心に利用があり、年
間のコピー代収入は10,220円になっている。

▼　地区センターの事業内容を、地域の皆さんにお知
らせするため、独自に「栄地区センター広報」を年３回
（各回2,200部）作成しており、まちづくりセンター及び栄
西、栄東の各町内会にご協力をいただき回覧を行って
いる。また直接的にPRする方法として、講座、行事など
のポスター、チラシを作成して館内外に掲示、配架して
いる。広報の内容によっては、地域の学校への配布依
頼や利用団体を通じた配布を行っている。

 ▼　地域版のミニコミ紙に地区センターの催事情報を
提供するなど、様々な媒体による広報を心がけてい
る。

 ▼　栄東地区の子ども活動について、栄東子ども未来
会議（まちづくりセンターなど関係団体）による「栄東元
気っ子」通信に参加しており、子ども活動関連の情報
提供を行っている。

　地区センター活動を広くＰＲする方法として、インター
ネットのホームページを活用して積極的な情報提供を
行っている。常時の更新による新しい情報の提供、親
しみやすい表現、見やすい写真利用などに心がけて作
成している。なお、年間　12,367件（平均月1,030件）の
閲覧になっている。

　地区センターの活
動を円滑に推進す
るため、広報活動
はその要となること
から、栄地区セン
ター広報、ポス
ター、ちらし、地域ミ
ニコミ紙、また札幌
市のお知らせ東区
版などを活用してセ
ンター広報を行っ
た。また、インター
ネットのホームペー
ジは地区センターＰ
Ｒの効果的な情報
提供手段であること
から、迅速に更新し
た結果、多数のアク
セス数を得ることが
できた。

　コピーサービス
は、サークルなどセ
ンター利用団体に
にとって必要なもの
であり、利用者の施
設満足度に繋がっ
ている。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

売上８千円（計画３７千円　、 前年度４０千円）

▽　その他の取組み

　福祉への配慮は、
栄地区センター活
動の基本方針の一
つであり、各事業は
障がい者支援を意
識し実施できた。

▼　１階ロビーと２階ロビーに手指消毒スプレーを置いて、衛生の
保持や感染の防止に努めている。

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

▼　飲料水自販機事業

２　自主事業その他

▽　自主事業

▼　地区センターが行う物品購入、業務委託については、基本的
に市内の事業者に発注を行っている。

▽　福祉施策への配慮

▼　地区センターが調達する物品は、可能な限り障がい者団体（個
人）への発注を心がけている。印刷物やゴム印の制作は、地域の
福祉団体や個人商店への依頼を続けている。

　これまで、来館者
サービスの一環とし
て設置した低単価
のホット型飲料水自
販機により、セン
ター空間の「くつろ
ぎ感」を醸し出し、
少ない売り上げで
はあっても、図書資
料購入に充てるな
ど一定の役割を果
たしてきた。需要と
効果を照し合せ、現
時点の終了は適切
であったと考える。

 ▼　地区センター入口前の敷地内通路（長さ104ｍ）は、センター
利用者のほか、地域住民の生活道路としても利用されており、冬
期間の降雪、凍結などに対して、高齢者、障がい者の安全確保を
念頭に、職員による除雪や砂撒きを行っている。

▼　「えがお、ふれあい」を栄地区センター運営の基本テーマとして
いる。何よりも職員一人一人の良好な応接態度（あいさつ、笑顔、
丁寧な説明などにより、心を込めて迎えること。）を心がけている。

 ▼　来館者に良好な施設環境を提供するために、屋外のゴミ拾
い、ロビー、トイレに季節の生け花、敷地花壇の整備など、来館者
に優しい環境整備を心がけている。

地区センター利用者へのサービスとして、飲料水自販機（紙コップ
式、100円）を1台設置していたが、利用増が見込まれず経費が上
回ることが想定され９月末をもって本事業を終了した。

▼　１階ロビーに設置されている福祉団体の自販機３台について、
利用者サービスの観点から日常の管理（両替依頼の対応、故障連
絡の対応、売り切れの連絡など）を代行している。

　来館者に地区セン
ターの楽しさ、心地
よさを実感してもら
うための快適な環
境づくりを行うこと
ができた。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

【ご意見】　　

①  できれば、使用料を下げてほしい。

【センターからの回答】

【ご意見】　　

①  パソコン台数を増やして頂きたい。

【センターからの回答】

　なお、アンケート
結果は、職員及び
業務委託の清掃員
に周知されており、
顧客満足度の状況
について関係者全
員が共有している。

　アンケートの個別の記述意見について、主なご意見・
ご要望と、当センターの考え方・対応については次のと
おりです。

　地区センターの貸室利用料金につきまして
は、全市共通の取り扱い料金になっています。
なお、地域住民の健康の観点から、体育室の
利用を通じてのスポーツ振興はセンターの大切
な役割と考えています。つきましては、ご要望
は貸室利用者のご意向として、東区役所にお
伝えいたします。

　① と②につきまして、パソコンと回線はいず
れも札幌市中央図書館が設置し、皆様にご利
用いただいております。ご利用されている皆様
には大変にご不便をお掛けし申し訳ございませ
んが、センターの状況とご利用者のご意見につ
きまして、札幌市中央図書館にお伝えいたしま
す。

②  回線の接続状況が夕方に遅いので改善し
て欲しい。

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

・アンケート用紙は「78枚」配布し、個人及び団体から
「77枚」の回答をいただいている。

結果概
要

・事業総合満足度（今後の利用意向）については、貸
室、図書室についてそれぞれ98％、100％であった。
　また、業務別の満足度については、接遇、清掃共に
100％であった。
　全ての対象事業・業務について要求水準を満たし、
利用者から高い評価を受けたと考えている。

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

実施方
法

・貸室の項目別満足度は、清掃の状況、職員の接遇、
申込み方法に関してはは100％であったが、利用料金
に関して95％の満足度であった。

　アンケートの指定
項目である「総合満
足度（今後の利用
の意向など）」と、重
要項目である「職員
の応接」や「清掃」
に対する満足度に
ついて、また率直な
言葉（記述）による
「ご意見、要望等」
の結果、当センター
の運営内容につい
ては高い評価と相
応のご満足をいた
だくことができた。

・図書室の項目別満足度は、部屋の使い勝手、清掃の
状況、職員の接遇のいずれも100％であった。

・貸室、図書室利用者に対しては、令和３年１月６日か
ら31日までの期間に実施した。なお、新型コロナウイル
ス感染防止対策のため中止した施設活用事業及び地
域交流事に対しては実施していない。

すべての項目で
要求水準を大きく
超えており、利用
者から高い評価を
得ている。
利用者との信頼
関係が構築されて
いる結果と認めら
れ、評価できる。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼　自主事業収入の内容は、紙コップ飲料水の自販機収入であり
計画額を29千円下回っている。利用減及び９月までの半年間の提
供であったことによる。

▼　指定管理業務支出額は自らの節約もさることながら、新型コロ
ナウイルス感染症予防対策による休館、講座や市民交流事業の
中止などにより、予定していた事業が縮小したため計画額を2,072
千円下回って執行した。

▼　その他収入では、講座受講料は51千円で計画額を324千円下
回っており、新型コロナウイルス感染防止対策の影響があった。な
お、指定管理費見直し分723千円が収入増になっている。

収入-支出 7

31,321 ▲ 2,072

支出

0 ―

6

▲ 29

指定管理業務支出 33,393

　収入については、
利用料金の減をあ
る程度抑えられた。
支出については経
費の節約を前提とし
ながら効果的な予
算執行を行った結
果と、区民講座や
地域交流事業など
を実施できなかった
ことによる費用の減
により、計画額を下
回った。

　純利益が1,697千
円発生しており、健
全な財政運営がで
きている。今後も、
サークルの解散・縮
小及び活動回数の
減が想定されること
から、新規に貸室利
用者を獲得できるま
での減収に対応で
きる財源も必要と考
えており、剰余金と
して積立金会計へ
繰入れ今後に備え
る決算内容になっ
ている。

31,327

その他

5,485 4,941

自主事業収入

４　収支状況

Ｒ2年度決算

（千円）

▲ 2,103

219

自主事業による利益還元 0 0 0

法人税等

1,916

自主事業支出 37

37 8

▲ 544

差（決算-計画）Ｒ2年度計画

398 784

1,923

33,430

226

純利益 0 1,697 1,697

▽　説明

▲ 31

▼　利用料金収入は4,941千円で計画額を544千円下回った。　新
型コロナウイルス感染防止対策の影響があった。

7

【参考】 Ｒ2年度決算 内容

指定管理業務による利益還元

33,250

▽　収支

項目

指定管理業務収入 33,400 33,242

収入 33,437

指定管理費

▲ 187

386

利用料金

　新型コロナウイル
ス感染防止を強く意
識し事業運営を
行った。

27,517 27,517 0

▲ 158

▼　純利益が1,697千円発生している。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
新型コロナウイル
スの影響を受け、
利用料金が大きく
減収になるも、今
後を見据え、安定
した財務状況を維
持するため、計画
的に予算執行を
行っていることは
評価できる。
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▼　栄地区センター運営委員会は、栄西連合町内会、栄東連合町内会
を主体に、連町管内の様々な地域活動団体で組織されている。
　指定管理者制度による運営を開始して15年が経過して、この間、安定
した組織体制により管理運営に関する知識、技術、経験を着実に蓄積
している。
　また、財務面では、東区の定期実地検査2回及び税理士事務所の指
導、点検を年に４回受けて堅実な財務内容による運営が実施されてい
る。また、剰余金を積立ており運転資金の借入は一切ない。なお、資金
管理は全て預金口座で行っており、資金の他運用は行っていない。

▼　その他、適用される条例については、これを遵守している。２年度は
各条例に関し、個別に生じた案件は無かった。

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

▼  市との協定に定める契約(第三者への委託、物品調達等)について、
暴力団や暴力団関係事業者を相手に契約は行っていない。なお、委託
契約書には契約解除条項を設定している。

17
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Ⅲ　総合評価

　次に事業活動の中心になる区民講座、地域交流事
業については、社会状況や地域利用者の要望にこた
える魅力あるものとして企画してしていたが、新型コロ
ナウイルス感染防止により多くの事業を中止せざるを
得なかった。中止にあたっては、講師及び参加サーク
ルなど関係者との連絡調整を密に行い、円滑な対応
を心がけた。またこれにより、環境が整えば、速やか
に企画及び事業実施が可能な関係や準備ができてい
る。

　区民講座、地域交流事業などについては、地域の方が
求めているものを把握し、常に新鮮で魅力ある事業を計
画することで、利用者の増を目指していく。

　利用者満足度を低下させることなく、日々よりよくを念
頭に工夫を重ねていく意識を持ち続ける職員であるた
め、必要な研修を継続する。

　貸室業務については、定期的に利用しているのサー
クルも新型コロナ感染症予防のため、サークルそのも
のの活動を休止したり、利用しても回数の減につな
がった年度になった。一方で、地域交流事業の中止な
どで生じた貸室の空時間の情報提供行うことで、時間
単位での貸室利用増の要素になり、利用料の減をあ
る程度抑えられた。

　利用者満足度については、実施したアンケート調査
からは、運営に対して概ね高いご理解と評価をいただ
いている。

　新型コロナウイルス感染症対策として「三密状態を避
ける不断のチェツク」や「各室利用後の消毒・清掃体制」
については継続し、利用者のみならず職員の健康と安
全を守りながら、事業運営及び施設管理を行っていく。

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

【所管局の評価】

　財務の収支状況については、新型コロナ感染症予防
対策による収入面での減少が生じたが、札幌市から
の指定管理費見直し分もあり、これは最小限に抑えら
れた。　支出面では、休館及び講座、地域交流事業等
の中止により、予定していた事業を縮小した執行に
なった。生じた純利益は積立金会計（正味財産）に繰
入れて、将来の財源として安定運営に資するものにし
ている。

新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けながらも、利
用者の満足度について、すべての項目において、非常
に高い評価を受けている。また、地域交流事業につい
て、中止になったものの、様々な事業を計画し、地域の
方々との交流の機会を拡げようと取組んでいたことは評
価できる。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、利用率が
昨年度よりも低く、厳しい状況ではあるが、利用者の
ニーズを捉えた講座等を開催し、新規利用者の開拓に
努め、安定した利用料金収入を得られる工夫に取り組ん
でいただきたい。

  地区センターの運営に係るサービス水準の維持向上
に向けて、その前提となる統括管理業務、施設、設備
等の維持管理業務を適切に実施している。このうち、
施設の維持管理業務の第三者委託、各種の修繕及び
備品等の整備については、市民サービスのすみやか
な実施を念頭に積極的かつ適正に実施している。
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